
議第１３３号 呉市地域社会教育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の趣旨 

宇和木社会教育施設について，施設の老朽化により利用者の安全が確保できな

いため，廃止するものです。 

 

２ 改正の経緯 

宇和木社会教育施設の建物は，倉橋町立宇和木小学校（平成１７年閉校）の校

舎及び体育館として建設されたもので，古い校舎は建築から６０年が経過してお

り，外壁剥離など老朽化が著しく，近年では利用できない危険な状態であるため，

現在は，校舎及び体育館の立入りを禁止しています。 

呉市公共施設に関する個別施設計画（令和３年３月策定）では，令和１０年度

に廃止することとしていますが，利用者の安全性を考慮し，早期の廃止が必要で

あると判断したため，今年度末をもって廃止するものです。 

なお，当該施設の廃止については，地域に説明し，理解が得られています。 

 

３ 廃止施設の概要 

所 在 地 呉市倉橋町５９２６番地の２ 

敷地面積 ４，０７６．５５平方メートル 

 (1) 校舎１ 

延 べ 面 積 ６２３平方メートル 

構造・階数 鉄骨コンクリート造，２階建て 

建 築 年 昭和３９年 

 (2) 校舎２ 

延 べ 面 積 ４１３平方メートル 

構造・階数 鉄骨コンクリート造，２階建て 

建 築 年 昭和５２年 

 (3) 体育館 

延 べ 面 積 ３３６平方メートル 

構造・階数 鉄骨コンクリート造，２階建て 

建 築 年 昭和４８年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

 

宇和木社会教育施設 

1:5,000 

宇和木老人集会所 


